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本日の検討の概要  

1. 2016年 6月 20日に開催された第 27回 IFRSのエンドースメントに関する作業部会

（以下「作業部会」という。）では、次の 2 点について検討を行った。本日の委員

会では、(1)について審議を行う。(2)については次回の委員会で審議を行う予定で

ある。 

(1) 2013年中に IASBにより公表された新規の又は改正された会計基準等を対象と

する IFRSのエンドースメント手続 

(2) IFRS適用課題対応専門委員会に報告する項目の検討 

 

2013 年中に IASB により公表された新規の又は改正された会計基準等を対象と

する IFRSのエンドースメント手続 

（経緯） 

2. 企業会計基準委員会は、2016 年 3 月 17 日に修正国際基準公開草案第 2 号「「修正

国際基準（国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成さ

れる会計基準）」の改正案」（以下「本公開草案」という。）の公表を行った。 

3. 本公開草案に対するコメント募集は 2016年 5月 31日に締め切られた。本公開草案

に対しては、5通のコメントレターが寄せられた。 

（本日の検討事項） 

4. 審議事項(4)-2「公開草案に寄せられたコメントとそれらに対する対応案」に基づ

き本公開草案に寄せられたコメントを把握し、作業部会での検討を踏まえ、対応案

を検討する。なお、「キャッシュ・フロー・ヘッジにおけるベーシス・アジャスト

メント」については、特に議論が必要と考えられ、「削除又は修正」に寄せられた

コメントへの対応を審議事項(4)-3で検討している。また、作業部会で聞かれた意

見については審議事項(4)-7にまとめている。 

5. さらに、寄せられたコメントを踏まえて、修正国際基準の改正の文案について、作
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業部会における検討を踏まえ、審議を行う。事務局が作成した文案は以下のとおり

である。 

(1) 公表にあたって（案）（審議事項(4)-4） 

(2) 修正国際基準の適用（案）（審議事項(4)-5-1） 

(3) 修正国際基準の適用（新旧比較表）（案）（審議事項(4)-5-2） 

(4) 企業会計基準委員会による修正会計基準第 2号「その他の包括利益の会計処理」

（案）（審議事項(4)-6-1） 

(5) 企業会計基準委員会による修正会計基準第 2号「その他の包括利益の会計処理」

（新旧比較表）（案）（審議事項(4)-6-2） 

 

以 上 

財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する 
法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。




